
№ 項目 改定案（意見聴取前）
意見の内容

※体裁・表現などについて県で修正（重複する意見は統合）。

また、一部追加聴き取りを行った内容を含む。

県意見 左記意見等を踏まえた修正案
備考

※特記事項等

1

１　医療費の

動向と将来の

見通し

(2) 被保険者数の状況

　国保の被保険者の総数は減少傾向にありま

す。年齢構成の推移を見てみると、65歳から

74歳の前期高齢者の割合が年々増加し、令和3

年度（2021年度）には全体の約47％に達して

います。

1　内容

　被保険者総数の減少傾向の割合増加の要因を追

記したらどうか。

（「団塊の世代が後期高齢者医療へ移行し始めた

影響」や「社会保険の適用拡大」など）

2　理由

　被保険者の減少傾向が医療費の動向等にも影響

を与えており、要因の記載が必要だと考えるた

め。また、この要因が将来の見通しの根拠にも繋

がると考えるため。

【修正の有無・内容】

　有

【上記の理由】

 　御指摘のとおり、要因を追記した方が適切と考

えるため。

(2) 被保険者数の状況

　国保の被保険者の総数は、団塊の世代の後

期高齢者医療制度への移行や社会保険の適用

拡大などの影響で減少傾向にあります。ま

た、年齢構成の推移を見てみると、65歳から

74歳の前期高齢者の割合が年々増加し、令和3

年度（2021年度）には全体の約47％に達して

います。

市町村からの主な意見

第１章　国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し

2

１　医療費の

動向と将来の

見通し

 

(4) 将来の見通し

　今後の国保における医療費については、一

人当たり医療費が増加する一方、被保険者総

数が減少していくため、医療費総額としては

やや減少傾向で推移する見込み（P）です。

1　内容

・①「被保険者総数が減少していくため」に要因

を追記したらどうか。

・②可能ならば、国民健康保険事業費納付金の見

通しも記載できないか。

2　理由

・①将来の見通し（被保険者総数の減少）を説明

するには、根拠となる要因が必要だと考えるた

め。

・②国保事業費納付金の将来の見通しが、町の国

保会計の見通しを作成するにあたり、重要なデー

タであるため。

【修正の有無・内容】

①有

②無

【上記の理由】

①　御指摘のとおり、要因を追記した方が適切と

考えるため。ただし、当該部分の記載は「第４期

熊本県における医療費の見通しに関する計画」の

記載と整合をとる必要があるため、修正する場合

がある。

②　納付金の見通しは様々な要因で変化するた

め、６年間の運営方針に記載することは難しい。

ただし、市町村にとって必要なデータであること

は認識しているため、別途お示しすることを検討

したい。

※併せて、医療費総額の推移見込み（P）につい

て、概要と本編で記載が異なっていたたため「ほ

ぼ横ばい」で統一した。

(4) 将来の見通し

　今後、団塊の世代の後期高齢者医療制度へ

の移行や社会保険の更なる適用拡大の影響に

より、特に令和7年（2025年）頃までは被保険

者数が減少する見込みです。また、その後も

少子高齢化等の影響で、被保険者総数が減少

していくことが想定されます。

　国保における医療費については、一人当た

り医療費が増加する一方、上記のとおり被保

険者総数が減少していくため、医療費総額と

してはほぼ横ばいで推移する見込み（P）で

す。

■令和7年

（2025年）ま

でに、団塊の

世代全員が後

期高齢者医療

制度に移行。

■令和6年

（2024年）10

月から、従業

員数51人以上

の企業で働く

短時間労働が

新たに社会保

険の適用対象

となる予定。

資料２－３
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№ 項目 改定案（意見聴取前）
意見の内容

※体裁・表現などについて県で修正（重複する意見は統合）。

また、一部追加聴き取りを行った内容を含む。

県意見 左記意見等を踏まえた修正案
備考

※特記事項等

資料２－３

（３）目標・取組み

　令和6年度（2024年度）から令和11年度

（2029年度）までの各事業における要件等

は、次のとおりとします。なお、令和12年度

（2030年度）以降の運用については、その基

準を県及び市町村で協議することとします。

①　市町村に対する貸付け（略）

②　市町村に対する交付（略）

③　県に対する貸付け（県による基金の取崩

し）（略）

④　財政調整事業

　財政安定化基金のうち、財政調整事業分に

ついて、次の場合に活用します。

ア　制度改革に伴う保険料水準の激変緩和措

置（令和8年度（2026年度）まで）

イ　県全体の納付金総額又は県平均の一人当

たり納付金額が前年度から大幅に上昇する場

合

ウ　その他安定的な財政運営の確保のために

必要な場合

①財政安定化基金の運用について、激変緩和措置

終了後の市町村国保財政支援のための貸付以外の

投入はできないか。（納付金の全体的な減額な

ど）

②基金の残高等は方針内に記載しなくてよいか。

【修正の有無・内容】

①無

②無

【上記の理由】

①令和4年2月の県国保財政安定化基金条例改正に

より、当該基金を取り崩すことができる事業とし

て、財政調整事業を追加した。運営方針にも記載

しているとおり、当該事業では、県全体の納付金

総額が前年度から大幅に上昇する場合などに、同

基金を取り崩して、その調整を行うことが可能と

なっている。

②毎年度、県ホームページで公表しており、運営

方針への記載までは必要ないと考える。

3
３　財政安定

化基金の運用
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№ 項目 改定案（意見聴取前）
意見の内容

※体裁・表現などについて県で修正（重複する意見は統合）。

また、一部追加聴き取りを行った内容を含む。

県意見 左記意見等を踏まえた修正案
備考

※特記事項等
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4

１　内容

　「令和12年度（2030年度）に実際の保険料率統

一（完全統一）を全市町村で目指します。」にし

てはどうか。

２　理由

　全市町村で統一するか、不透明。

【修正の有無・内容】

　無

【上記の理由】

　完全統一の定義が「都道府県内のどこに住んで

いても、同じ所得水準、世帯構成であれば同じ保

険料であること」（都道府県国民健康保険運営方

針策定要領p.21）となっているため。

6

１　内容

　激変緩和措置について「令和8年度（2026年

度）までに終了する」とあるが、期限の記載をな

くし、さらに緩やかな段階に変更できないか。

２　理由

　今まで連携会議等で伝えられていたが、８月末

に提示された試算を確認するとかなり厳しい内容

であるため

【修正の有無・内容】

　無

【上記の理由】

　現行の激変緩和措置は、平成30年度の国保制度

改革に伴う保険料の急激な上昇を緩和する措置で

ある。国からの財政支援も令和5年度までとなっ

ていることも踏まえると、令和9年度以降も延長

することは趣旨・財源の面から難しい。

※保険料水準統一後の県全体における調整につい

ては、No.3参照。

5

１　内容

　（３）目標・取組の①・②などの記載には、例

えば、①には「遅くとも令和8年度中には条例改

正を行う必要がある」、②には「算定作業は令和

5年度」のような補足文言を追記するなどした方

がよいのではないか。

２理由

　納付金・標準保険料率の算定や保険料の変更

は、実際に作業（算定作業や条例改正の作業）を

行う年度が異なるため。

【修正の有無・内容】

　無

【上記の理由】

　本方針は、県と市町村が国保を共同運営するた

め統一的な方針・方向性を定めるものであり、事

務を実施する時期などまで記載すると煩雑になっ

てしまうと考える。

　ただし、御指摘いただいたような疑義（認識の

差異）による事務・作業の遅れが生じないよう、

各市町村におけるロードマップの作成をお願いす

るなどの対応を検討している。

1　内容

　広報の実施（又は、「周知広報の徹底」）の項

目を追記したうえで、40ページに掲載のロード

マップ等を国県主導で周知していただきたい。

2　理由

　県民（各市町村民）への影響が非常に高い案件

であり、事前の説明・理解は必須である。本事業

の必要性及び今後の予定等、納得感を浸透させう

る周知広報については、県が責任を持って主導的

に行っていただくとともに、国に対しても、国民

健康保険制度改革に関する広報周知を積極的に実

施するよう申し入れを行っていただきたい。

【修正の有無・内容】

　有

【上記の理由】

　御指摘のとおり、保険料水準の統一に向けた取

組みとして広報・周知は重要と考えるが、その方

法については検討が必要なため右記の記載とし

た。（現時点では、県が広報の案文を市町村に提

供し、市町村において広報を実施してもらうこと

を想定している。）

第２章　市町村における保険料(税)の標準的な算定方法及びその水準の平準化

１　保険料水

準の統一に向

けた検討・取

組

（３）目標・取組み

　令和9年度（2027年度）に国保事業費納付

金・標準保険料率算定ベースで統一し、令和

12年度（2030年度）に実際の保険料率統一

（完全統一）を目指します。また、統一に向

け、次のとおり、検討・取組みを進めます。

①　令和8年度（2026年度）までに全市町村が

医療分及び後期分は3方式、介護分は2方式に

統一します。

②　納付金の算定に当たって、各市町村の医

療費水準を反映していますが、令和6年度

（2024年度）から医療費水準反映係数αを0.5

とし、令和9年度（2027年度）からはαを0

（ゼロ）とします。

③　平成30年度（2018年度）の国保制度改革

前から上昇した保険料について、一定割合を

超える場合に行っていた激変緩和措置につい

て、令和8年度（2026年度）までに、段階的に

現行の激変緩和措置を終了します。

④　保険料水準の統一に向けたロードマップ

を運営方針に位置づけます。（別紙）

なお、当該ロードマップは、必要に応じ、市

町村と協議した上で見直す場合があります。

⑤　保険料水準の統一に係るワーキンググ

ループ等を必要に応じ、設置・開催します。

（３）目標・取組み

　令和9年度（2027年度）に国保事業費納付

金・標準保険料率算定ベースで統一し、令和

12年度（2030年度）に実際の保険料率統一

（完全統一）を目指します。また、統一に向

け、次のとおり、検討・取組みを進めます。

①　令和8年度（2026年度）までに全市町村が

医療分及び後期分は3方式、介護分は2方式に

統一します。

②　納付金の算定に当たって、各市町村の医

療費水準を反映していますが、令和6年度

（2024年度）から医療費水準反映係数αを0.5

とし、令和9年度（2027年度）からはαを0

（ゼロ）とします。

③　平成30年度（2018年度）の国保制度改革

前から上昇した保険料について、一定割合を

超える場合に行っていた激変緩和措置につい

て、令和8年度（2026年度）までに、段階的に

現行の激変緩和措置を終了します。

④　保険料水準の統一に向けたロードマップ

を運営方針に位置づけます。（別紙）

なお、当該ロードマップは、必要に応じ、市

町村と協議した上で見直す場合があります。

⑤　保険料水準の統一に係るワーキンググ

ループ等を必要に応じ、設置・開催します。

⑥　保険料水準の統一に係る被保険者への広

報・周知について、県と市町村で連携して取

り組みます。
7
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№ 項目 改定案（意見聴取前）
意見の内容

※体裁・表現などについて県で修正（重複する意見は統合）。

また、一部追加聴き取りを行った内容を含む。

県意見 左記意見等を踏まえた修正案
備考

※特記事項等
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9

　国保税のキャッシュレス納付を導入した自治体

については、、口座振替を目標に設定する意味が

ないように思われる。

【修正の有無・内容】

　無

【上記の理由】

　キャッシュレス納付は自主納付の方法の一つで

あり、被保険者による能動的な納付行為が必要に

なるため、納め忘れなどの可能性がある。一方、

口座振替の場合は、一度登録すれば基本的に納め

忘れはない。。

　また、実際に口座振替世帯の割合と収納率は全

国的にリンクしている状況であり、収納率向上の

ためには口座振替世帯割合を上げることが必要と

考えられるため。目標設定を行うこととしたい。

第３章　市町村における保険料(税)の徴収の適正な実施

8

１　目標収納

率の設定

（３）目標・取組み

　次の基準を踏まえ市町村毎に目標収納率を

設定し、併せて口座振替世帯割合についても

目標割合を設定した上で、それらの達成に取

り組むこととします。

　また、保険者努力支援制度の評価指標の達

成を目指すこととします。

①　現年度分の目標収納率

　ア　市町村規模別の目標収納率を上回るこ

と

　イ　市町村毎に3年毎に設定する過去3年の

平均収納率を上回ること

　ウ　当年度において3年連続して前年の収納

率を上回る、又は維持すること

【表６　市町村規模別の目標収納率】

（表は更新予定のため省略）

※目標収納率は、各市町村を被保険者数規模

別に区分し、R2～R4の収納率実績等をもとに

算出しています。

1.内容

①目標収納率について、規模別の収納率目標は必

要なのか。

②表6の市町村規模別の収納目標率の考え方につ

いて再考をお願いしたい。

2.理由

①収納実績の反映によるものと理解しているが、

人口規模が大きい自治体が小さい自治体より高い

目標設定となる点は厳しい目標であると感じる。

②人口規模別には問題ないが、各自治体の3年間

の収納率実績等を基に算出することに対しては公

平感が感じられない。

　国保税等の収納率は基本的には、人口に反比例

する傾向にありますが、一部の範囲で逆転現象が

起きていることからも、本来推定できる目標収納

率とかけ離れている部分もあると考える。

　これまで高いレベルでの収納率を維持している

自治体と、低い自治体とでは、今後の収納率向上

へ向けた伸びしろ的な部分がかなり異なると思わ

れ、3年間頑張った自治体の実績が反映されたり

すると基準目標値とは異なる結果となる恐れがあ

るため、国保加入世帯人口別の区別で、かつ、一

般的に必要と想定される収納率に変更すべきと考

える。

【修正の有無・内容】

　無

【上記の理由】

・保険者規模は収納率に影響を与えるため、規模

別の収納率目標の設定は適切であると考える。

・御指摘のとおり、過去の実績を反映すること

で、保険者規模が小さい市町村よりも大きい市町

村の目標収納率が高くなるといった逆転現象が生

じる場合もある。しかし、当該目標値設定の趣旨

が収納率の更なる向上にあり、また本県の収納率

が全国的に低位であることを踏まえると、県内各

市町村の実績に基づく規模別目標収納率を設定す

ることが適切と考えられるため、これまでの考え

方を継続したいと考えている。
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10

３　第三者行

為求償や過誤

調整等の取組

強化

（３）目標・取組み

次のとおり第三者行為求償や過誤調整等の取

組強化を進めるとともに、上記法改正を踏ま

えた対応について、本県の実情に応じて、市

町村と協議していきます。

①　評価指標に基づく取組みの推進（略）

②　第三者行為求償事務アドバイザーの活用

（略）

③　損害保険関係団体との連携の強化（略）

④　県保健所と連携した第三者行為求償の情

報提供（略）

⑤　被保険者資格喪失後の受診により発生す

る返還金の保険者間調整の普及促進（略）

１　内容

　警察や消防と連携して、第三者行為を早期に把

握する取組も記載したほうがいいのではないか。

２　理由

　厚労省国民健康保険課から令和５年５月１９日

付け事務連絡で発出された第三者行為求償事務の

取組強化に係る通知に、本人の同意なしに関係機

関に対して資料の提供を求めることができる旨の

記載がある。これを受けて、警察や消防と連携し

た第三者行為を早期に把握する取組が県の主導に

よりできないかと思い記載した。

【修正の有無・内容】

　無

【上記の理由】

　左記事務連絡にも記載があるとおり、改正法に

基づき資料の提供を求めることができる主体は市

町村（又は後期高齢者医療広域連合）であるた

め。

第４章　市町村における保険給付の適正な実施
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№ 項目 改定案（意見聴取前）
意見の内容

※体裁・表現などについて県で修正（重複する意見は統合）。

また、一部追加聴き取りを行った内容を含む。

県意見 左記意見等を踏まえた修正案
備考

※特記事項等

資料２－３

（１）現状

①（略）

②　高額療養費の計算方法

　市町村は、レセプトに基づき高額療養費の

支給額を決定しますが、その際、被保険者か

ら提出を受けた領収書との突合を行い、ま

た、多数回該当に係る該当回数は、申請があ

れば支給可能な回数に基づくこととしていま

す。

③～④（略）

（２）課題

　上記（１）②高額療養費の計算方法につい

て、領収書との突合が、医療機関への照会や

対象被保険者への同意を予め得れば必ずしも

必要ではないこととされたことも踏まえ、高

額療養費支給簡素化に向けて県と市町村で検

討を進める必要があります。

　（略）

（３）目標・取組み

①（略）

②　高額療養費の計算方法

　市町村は、レセプトに基づき高額療養費の

支給額を決定します。その際、事務の効率化

及び被保険者の負担軽減を図るため、高額療

養費の支給申請時の領収書確認を省略する方

向で協議を行います。

　ただし、高額療養費に係る療養が国民健康

保険法施行令第29条の2第1項第2号に規定する

特定給付対象療養である場合又は高額療養費

の支給申請簡素化の導入市町村（所定の手続

を経ることで、2回目以降の高額療養費につい

て、申請書の提出なしで、登録口座への自動

的振込を可能としている市町村）においてそ

れぞれ定める簡素化の条件に該当しない場合

等は、領収書等の証拠書類を添付する必要が

あります。また、それ以外においても明らか

な給付誤り、一部負担金を全部または一部支

払っていないなどといった場合への対応とし

て、支給申請書に申請簡素化の解除条件等の

同意事項等を設けることとします。

③～④（略）

１　内容

①　高額療養費支給手続の簡素化の実施につい

て、県内市町村の統一的導入を目指す旨の方針を

新たに項目化してほしい。また、参考までに導入

済市町村数も記載してほしい。

②　高額療養費の支給簡素化について、事務の効

率化という面では必要とは言い切れないため、

「高額療養費の支給簡素化実施の必要性につい

て、県と市町村で検討を進めます。」としてはい

かがか。

③　医療機関への一部負担金の全部又は一部未払

いについての確認は領収書を確認する以外では難

しいのではないか。また、領収書の確認省略は原

則化せず、保険者の裁量でいいのではないか。

２　理由

①　市町村間における要綱や様式などの取扱いの

差異を無くし、県民が同じサービスを享受するこ

とができると考えるため。

②　支給の簡素化は市町村の事務状況（支給件

数、担当職員数等）によっては負担増加（効率悪

化）につながる可能性を多分に含んでいるため。

また、領収証を確認した結果、被保険者が実際は

負担をしていないケースが散見されるため、突合

により費用を削減・二重取得を防止できている側

面がある。

＜補足＞レセプトによる過誤支給からの返還請求

が発生した場合は、クレームに発展しやすく、高

額療養費制度の複雑さから、特に高齢の被保険者

の理解を得ること難しい。そのため長期間の事務

拘束になるおそれがある（不当利得・第三者行為

での請求で発生歴あり）

③　医療機関への支払をしていない被保険者への

高額療養費の振込は不公平であるため。また、簡

素化すると高額療養費の申請を行う滞納者との接

触機会が無くなるため。
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４　高額療養

費の取扱い・

事務の効率化

等

【修正の有無・内容】

　有

【上記の理由】

　高額療養費の支給に係る領収証確認省略・支給

簡素化について、市町村毎に状況・考え方が異な

り、意見が収れんしている状況にないため、本

編・概要ともに「必要性について検討を進める」

旨の記載に修正したい。

　なお、支給簡素化導入市町村数については、県

で数字を把握していないため運営方針には記載し

ない方向で考えているが、今後のフォローアップ

調査等の項目への追加を検討したい。

（１）現状

①（略）

②　高額療養費の計算方法・支給簡素化

　市町村は、レセプトに基づき高額療養費の

支給額を決定しますが、その際、被保険者か

ら提出を受けた領収書との突合を行い、ま

た、多数回該当に係る該当回数は、申請があ

れば支給可能な回数に基づくこととしていま

す。

③～④（略）

（２）課題

　上記（１）②高額療養費の計算方法につい

て、領収書との突合が、医療機関への照会や

対象被保険者への同意を予め得れば必ずしも

必要ではないこととされたことも踏まえ、高

額療養費支給簡素化の導入について県と市町

村で検討を行う必要があります。

　（略）

（３）目標・取組み

①（略）

②　高額療養費の計算方法・支給簡素化

　市町村は、レセプトに基づき高額療養費の

支給額を決定します。高額療養費の支給簡素

化、高額療養費支給申請時の領収書確認省略

については、その必要性について県と市町村

で検討を行います。

　なお、領収書確認を省略する市町村におい

ても、高額療養費に係る療養が国民健康保険

法施行令第29条の2第1項第2号に規定する特定

給付対象療養である場合又は高額療養費の支

給申請簡素化の導入市町村（所定の手続を経

ることで、2回目以降の高額療養費について、

申請書の提出なしで、登録口座への自動的振

込を可能としている市町村）においてそれぞ

れ定める簡素化の条件に該当しない場合等

は、領収書等の証拠書類を添付する必要があ

ります。また、それ以外においても明らかな

給付誤り、一部負担金を全部または一部支

払っていないなどといった場合への対応とし

て、支給申請書に申請簡素化の解除条件等の

同意事項等を設けることとします。

③～④（略）
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№ 項目 改定案（意見聴取前）
意見の内容

※体裁・表現などについて県で修正（重複する意見は統合）。

また、一部追加聴き取りを行った内容を含む。

県意見 左記意見等を踏まえた修正案
備考

※特記事項等

資料２－３

第５章　国民健康保険の安定的な財政運営及び被保険者の健康の保持の推進に必要な医療費の適正化の取組み

12

１　医療費の

適正化に向け

た取組みに対

する市町村の

インセンティ

ブの確保

（１）現状

　県は、特別交付金の算定において医療費適

正化に向けた取組みを評価することで、市町

村が当該取組みを行うインセンティブを確保

してきました。

（２）課題

　保険料水準の統一を見据え、保険者努力支

援制度（取組評価分）の評価指標との整合性

も確認しながら特別交付金の内容について引

き続き検討する必要があります。

（３）目標・取組み

　県は、特別交付金の算定において、医療費

適正化に向けた取組みを評価することによ

り、特定健康診査・特定保健指導実施率向上

や後発医薬品の使用促進及び糖尿病性腎症の

重症化予防等の取組みに対する市町村のイン

センティブを確保し、医療費適正化に向けた

取組みを今後も促進していきます。

　なお、当該評価の際には、保険料水準の統

一に向けた課題や保険者努力支援制度（取組

評価分）の評価指標との整合性も踏まえ、適

切な評価を行うこととします。

１　内容

　医療費水準が低い市町村へのインセンティブに

ついて記載していただきたい。

２　理由

　保険料水準の統一には、α＝0にしていかない

といけないのは承知しているが、医療費水準が低

い市町村にとっては負担増になる。インセンティ

ブがあれば、医療費水準が低い市町村にとって

も、高い市町村にとっても、インセンティブ獲得

のための励みになり医療費の適正化につながるた

め。

【修正の有無・内容】

　無

【上記の理由】

　御指摘のとおり、現行のインセンティブは、医

療費適正化の取組みに対するものであり、医療費

水準が低いこと自体を要件として交付するものは

ない。

　医療費水準が低い市町村に対するインセンティ

ブのあり方（方法・内容）の検討については、保

険料水準の統一に向けた課題と認識しているが、

現時点で運営方針に記載できるほど議論が進んで

いないため、引き続き検討・協議を行って参りた

い。

（議論の状況によっては、３年後の運営方針中間

見直しの際に記載することも考えられる。）
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№ 項目 改定案（意見聴取前）
意見の内容

※体裁・表現などについて県で修正（重複する意見は統合）。

また、一部追加聴き取りを行った内容を含む。

県意見 左記意見等を踏まえた修正案
備考

※特記事項等

資料２－３

【修正の有無・内容】

　有

【上記の理由】

　御指摘のとおり、課題ではなく、取組みである

ため、目標・取組みに記載。また、全文を整理。

１．内容

　＜参考＞の　「予防・健康づくりの効果が見え

にくいことも課題の一つです。」という記載は、

「糖尿病等の生活習慣病の発症予防及び重症化予

防のためには、メタボリックシンドロームの減少

を目指した効果的な保健指導を実施していくこと

が課題です。」としてはどうか。

２．理由

　「予防・健康づくりの効果が見えにくいことも

課題の一つです。」は、前文のメタボリックシン

ドロームの増加の現状の課題にはつながっていな

いと思う。また、取組みに特定保健指導の内容が

ない気がする。例えば＜参考＞に記載している内

容を課題に書き、目標・取組みに意見書に記載し

た「糖尿病等の生活習慣病の発症予防及び重症化

予防のためには、メタボリックシンドロームの減

少を目指した効果的な保健指導を実施していく」

であったり、「研修を行う」といった内容を記載

してもよいのではないかと思う。

【修正の有無・内容】

    有

【上記の理由】

　御指摘のとおり、前文とつながっていないため

削除。また、全文を整理し、特定保健指導に関す

る内容を追記。

７　特定健

診、特定保健

指導の向上の

ための取組み

（１）現状

①～②（略）

　市町村は、未受診者の把握・分析を行い、

ナッジ理論等（※）を用いた受診勧奨等、様々

な手法を活用し、受診に関する周知啓発を行っ

ています。また、感染症等の拡大防止を踏まえ

安心して受診できる環境整備を行っています。

　県は市町村と共同して取組みを推進するとと

もに、特定健診（個別健診）やみなし健診（情

報提供事業）の広域化に向け検討しています。

※ナッジ理論とは、「相手に選択の余地を残し

ながらも、相手が自発的に、より良い選択をす

るように導くアプローチ」方法のこと。

（２）課題

　特定健診実施率及び特定保健指導実施率とも

に、市町村格差が大きい状況です。

　全市町村において、様々な手法を活用し、未

受診者対策を実施していますが、受診率が伸び

悩んでいる市町村も多く、特に働き盛り世代の

受診率が低い傾向にあります。

　特定健診未受診の方の中に、生活習慣病です

でに医療機関通院中の方が多いことから、県は

令和5年度からみなし健診（診療情報提供事

業）の広域化の取組みを始めました。

（３）目標・取組み

　県は、みなし健診（診療情報提供事業）の広

域化が円滑に進むよう、各関係機関との調整を

行い、各市町村の特定健診受診率向上ととも

に、市町村と医療機関との連携強化に取り組み

ます。

＜参考＞

○メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候

群）該当者及び予備群の状況

　特定健診の結果において、メタボリックシン

ドローム（内臓脂肪症候群）該当者及び予備群

者割合は年々上昇しており、令和3年度は33.1％

で、全国平均（31.8％）を大きく上回っていま

す。予防・健康づくりの効果が見えにくいこと

も課題の一つです。

（１）現状

　①～②（略）

（２）課題

　特定健診実施率及び特定保健指導実施率とも

に、市町村格差が大きい状況です。

　全市町村において、様々な手法を活用し、未

受診者対策を実施していますが、受診率が伸び

悩んでいる市町村も多く、特に40～50歳代の働

き盛り世代の受診率が低い傾向にあります。

　特定健診を受診しない理由は、「治療などで

定期的に通院している」と回答した人が1/3を

占めています（R4健康づくりに関する県民意識

調査）。

　また、特定健診の結果において、メタボリッ

クシンドローム（内臓脂肪症候群）該当者及び

予備群者割合は年々上昇しており、令和3年度

（2021年度）は33.1％で、全国平均（31.8％）

を上回っています。

（３）目標・取組み

　市町村は、未受診者の把握・分析を行い、

ナッジ理論等（※）を用いた受診勧奨等、様々

な手法を活用し、受診に関する周知啓発を行い

ます。また、感染症等の拡大防止を踏まえ安心

して受診できる環境整備を行います。

　県は市町村と共同して取組みを推進するとと

もに、様々な広報媒体を活用した啓発活動を行

います。

　令和5年度（2023年度）から開始したみなし

健診に係る診療情報提供事業について、県内統

一のシステムの広域化が円滑に進むよう、県医

師会、国保連合会との協議・検討の場を設定

し、連携の強化を図ります。

　特定健診の結果、保健指導が必要な人には確

実な保健指導を実施するとともに、医療機関の

受診が必要な人には、受診勧奨とその後の受診

状況の確認を行うなど、保険者と医療機関が連

携した健診後のフォローを行い、生活習慣病の

重症化を予防します。

※ナッジ理論とは、「相手に選択の余地を残し

ながらも、相手が自発的に、より良い選択をす

るように導くアプローチ」方法のこと。
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１．内容

　（２）課題に「特定健診未受診の方の中に、生

活習慣病ですでに医療機関通院中の方が多いこと

から、県は令和5年度からみなし健診（診療情報

提供事業）の広域化の取組みを始めました。」と

あるが、（３）目標・取組みに記載した方がよい

のではないか。または、「医療機関通院中の方の

多くが、特定健診と同じ検査をしているという理

由で特定健診未受診であるため、医療機関と連携

した受診勧奨が必要である。」と記載したらどう

だろうか。

２．理由

　「県は令和5年度からみなし健診（診療情報提

供事業）の広域化の取組みを始めました」は、課

題ではなく、取組みではないか。
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